
天
大
橋
補
修
工
事

　

４
月
上
旬
よ
り
天
大
橋
の
老
朽
化

に
伴
う
補
修
工
事
を
行
い
ま
す
。
原

則
、
河
川
敷
の
工
事
か
ら
進
め
て
い

き
ま
す
が
、
今
後
、
交
通
規
制
を
伴

う
場
合
は
、
事
前
に
看
板
な
ど
で
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た
し
ま

す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

九
州
地
方
整
備
局
鹿
児
島
国
道
事

務
所
阿
久
根
維
持
出
張
所
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９
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１
６
）３
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２
８

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注

射
の
実
施

　

狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、
生
後
90

日
を
超
え
る
犬
の
飼
い
主
は
、
室
内

犬
・
室
外
犬
を
問
わ
ず
、
生
涯
１
回

の
登
録
と
、
毎
年
１
回
の
予
防
注
射

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

最
寄
り
の
集
合
注
射
の
会
場
ま
た
は

動
物
病
院
で
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

　

病
気
な
ど
に
よ
り
、
予
防
接
種
が

難
し
い
場
合
は
、
動
物
病
院
の
獣
医

師
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

該
当
者
に
は
、
案
内
は
が
き
を
実

施
時
期
の
お
お
む
ね
１
週
間
前
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。

※ 

会
場
お
よ
び
市
内
の
動
物
病
院
で

は
、
新
規
登
録
・
死
亡
な
ど
の
各

種
届
け
出
も
受
け
付
け
ま
す
。

新
規
登
録
料
／
１
頭
３
０
０
０
円

注
射
料
／
１
頭
３
４
０
０
円（
注
射

済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円
を
含

む
）

※ 

会
場
・
時
間
な
ど
詳
し
く
は
、
案

内
は
が
き
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

注
射
・
登
録
・
死
亡
・
住
所
変
更
・

転
入
な
ど
の
各
種
届
け
出
、
鑑
札
・

注
射
済
票
の
再
交
付
／
本
庁
環
境
課

生
活
環
境
Ｇ（

２
７
４
２
）、
各
支

所
行
方
不
明
・
保
護
・
引
き
取
り
・

譲
渡
会
・
咬こ

う

傷し
ょ
う

事
件
な
ど
／
県
川

薩
保
健
所
衛
生
・
環
境
課

（
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全
世
帯
お
よ
び
事
業
所
な
ど

へ
の
防
災
行
政
無
線
戸
別
受

信
機
の
設
置

　

台
風
や
大
雨
時
な
ど
に
市
民
の
皆

さ
ま
へ
確
実
に
防
災
情
報
を
伝
達
す

る
た
め
、
全
世
帯
お
よ
び
市
内
事
業

所
へ
戸
別
受
信
機
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
転
入
や
新
築
な
ど
で
未
設
置
の

場
合
は
、

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

日
程
な
ど
を
調
整
し
、設
置
し
ま
す
。

※ 

戸
別
受
信
機
を
設
置
し
て
い
る
建

物
を
解
体
す
る
場
合
、
ま
た
は
、

世
帯
全
員
が
転
出
さ
れ
る
場
合
に

は
、
必
ず
市
へ
戸
別
受
信
機
を
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

■
乾
電
池
を
交
換
し
て
く
だ
さ
い

　

戸
別
受
信
機
は
、
停
電
時
の
非
常

用
電
源
と
し
て
本
体
裏
側
に
乾
電
池

（
単
三
４
個
）を
装
備
し
て
い
ま
す
。

　

通
常
使
用
で
あ
っ
て
も
約
１
年
程

度
で
消
耗
し
、
ま
た
長
期
間
乾
電
池

を
入
れ
て
い
る
と
液
漏
れ
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
定
期
的
に
交
換

し
て
く
だ
さ
い
。（
乾
電
池
は
各
自
で

ご
準
備
く
だ
さ
い
）

■
不
具
合
が
生
じ
た
と
き

　

放
送
が
聞
き
づ
ら
い
な
ど
の
不
具

合
な
ど
は

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。本

庁
防
災
安
全
課
防
災
Ｇ（

４
９
２
２
）

福
祉
タ
ク
シ
ー
等
利
用
券
を

交
付
し
ま
す

内
容
／
年
間
５
０
０
円
×
20
枚

（
１
万
円
分
）を
年
１
回
交
付

利
用
で
き
る
交
通
機
関
／
タ
ク
シ
ー

（
市
と
契
約
し
て
い
る
事
業
者
）、
福

祉
有
償
運
送
車
両
、
甑
島
定
期
航
路

船対
象
／
市
内
に
居
住
し
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

① 

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
所
持

者
② 

療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２
・
Ａ
所
持

者
③ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

所
持
者

④ 

障
害
者
手
帳（
身
体
・
療
育
・
精
神
）

を
所
持
す
る
18
歳
未
満
の
方
で
、

同
一
世
帯
に
普
通
自
動
車
運
転
免

許
保
持
者
が
い
な
い
方

※ 

①
～
③
は
普
通
自
動
車
運
転
免
許

保
持
者
を
含
み
ま
す
。

※ 

社
会
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
さ
れ

て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

有
効
期
限
／
令
和
４
年
３
月
31
日

交
付
開
始
／
４
月
１
日（
木
）～ 

申
請
方
法
／
障
害
者
手
帳
と
印
鑑

（
ス
タ
ン
プ
印
を
除
く
）を
お
持
ち
の

上
、
直
接

本
庁
障
害
・
社
会
福
祉
課
障
害
福

祉
Ｇ（

２
１
６
３
）お
よ
び
各
支
所

最
低
賃
金
の
改
正

　

令
和
２
年
度
に
改
正
さ
れ
た
県
の

最
低
賃
金
は
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
／
地
域
別
最
低
賃
金
は
、
全
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
産

業
別
最
低
賃
金
の
対
象
産
業
は
、
そ

の
産
業
別
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

※ 

次
の
場
合
は
産
業
別
最
低
賃
金
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
地
域
別
最

低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
）

▼ 

18
歳
未
満
ま
た
は
65
歳
以
上
の
方

▼�

雇
用
後
６
カ
月
未
満
で
技
術
習
得

中
の
方

▼�

清
掃
ま
た
は
片
付
け
の
業
務
に
主

と
し
て
従
事
す
る
方　

他

鹿
児
島
労
働
局
賃
金
室

０
９
９（
２
２
３
）８
２
７
８

川
内
労
働
基
準
監
督
署

（
22
）３
２
２
５
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地　域 時

川　内 ４/20（火）～ 22（木）、
５/11（火）～ 13（木）

樋　脇 ５/18（火）～ 19（水）
入　来 ５/25（火）～ 26（水）
東　郷 ５/20（木）
祁答院 ５/26（水）～ 27（木）

里
５/28（金）

上　甑
下　甑 ５/27（木）
鹿　島 ５/28（金）

名称 産業名など 時間額 効力発生日
地域別

最低賃金 県最低賃金 793円 R2/10/3

特定
最低賃金

（産業別）

百貨店、総合スーパー
※ 今年度改正がなかっ

たため、地域別最低
賃金を適用

793円 R2/10/3

自動車（新車）小売業 847円 R2/12/24
電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造
業（医療用計測器製造業
を除く、ただし心電計
製造業は含む）

815円 R2/12/27

狂犬病予防注射日程表

▲市 HP

川内保健センターからのお知らせ

市民の動き（2月1日現在）

■総人口 93,596人（＋   15人）
　男　性 45,077人（＋     7人）
　女　性 48,519人（＋     8人）
■世帯数 46,076世帯（＋   18世帯）

※住民基本台帳人口

※（　）は前月に対する増減数です。

※ 支所地域の母子健康手帳交付および健康相談（成人・母子）につ
いては随時実施しますので、本土内支所地域は川内保健セン
ター、甑島地域は各支所へご連絡ください。

※ 臨床心理士によるこころの健康相談の日程については、問い合
わせください。

　これまで集団健診で実施していた「３か月児健康診査」は、令和
３年３月から医療機関での個別健診に変更になりました。
　対象者には個別通知しますので受診医療機関に連絡され、決め
られた期間内に受診してください。

※納期限内に納付することが困難な場合は、本庁収納課（ 2467）へ

税の納期（4月分）
税　目 納期限

固定資産税１期 4月30日（金）

問合先
■ 市民健康課健康増進第１・第２G 

（川内保健センター内）（22）8811
■上甑・下甑支所

【今月のトピック】

事　　業 時

母子健康手帳交付 毎週火曜日（祝日を除く）
9:00 ～ 9:20 受付

健康相談（成人・母子）
※要予約

毎週火曜日（祝日を除く）
10:00 ～ 11:30
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